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１．平成２７年度の進め方（案） 

 

主な検討項目 鎌倉市交通計画検討委員会 鎌倉市交通計画検討委員会専門部会 特別委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮称）鎌倉

ロードプライ

シングの法制

度等の検討 

【主な検討項目】 

Ⅰ.市民憲章（案） 

①市民憲章（案） 

 

Ⅱ.20の施策 

②総合的な交通情報 

③プロモーション 

 

Ⅲ.新たな施策 

④民間駐車場を活用したパークア

ンドライド（駐車場の導入条件） 

 

Ⅳ.（仮称）鎌倉ロードプライシング 

⑤課金箇所 

⑥具体的な課金の使途 

⑦導入効果の予測等に向けた各種

調査の実施方針 

適

宜

報

告 

第 20回（平成 27年 9月 日）予定 
 導入効果の予測等に向けた各種調査の実施方針 
（各種アンケート設計） 

第 19回（平成 27年８月 5日） 

・ 平成 27 年度の進め方、検討方針 

 

第 10回（平成 2８年１月）予定 

・ 平成 27年度の取組み状況 

・ 市民憲章（案） 

 

第 24回（平成 28年３月）予定 
 導入効果の予測等に向けた各種調査の実施方針 
（各種アンケート設計） 

第 12回（平成 28年３月）予定 
 （仮称）鎌倉ロードプライシングの課金箇所、案
内板の設置箇所 

 導入効果の予測等に向けた各種調査の実施
方針（各種アンケート設計） 

第 11回（平成 28年 3月）予定 
・ 総合的な交通情報 
・ プロモーション 
・ 具体的な課金の使途 
・ 民間駐車場を活用したパークアンドライド 
（駐車場の導入条件） 

 市民宣言（案）※ 

第 20回（平成 27年８月 21日） 
 

※継続して議論し今年度
に（案）の策定をめざす 

第 22回（平成 2８年 2月）予定 
 
 

 総合的な交通情報 
 プロモーション 
 具体的な課金の使途 

第 21回（平成 27年 11月 16日） 
 

 
 総合的な交通情報 
 プロモーション 
  

第 23回（平成 28年 2月）予定 
 （仮称）鎌倉ロードプライシングの課金箇所 
 具体的な課金の使途 
 民間駐車場を活用したパークアンドライド 
（駐車場の導入条件） 

 
 

 市民憲章（案）※ 

 市民宣言（案）※ 

 市民憲章（案）※（必要に応じて専門部会で議論） 

☆特別委員会の進捗状況によって、検討する内容や開催時期が変更になる可能性があります。 
☆第 21 回専門部会以降、市民宣言は市民憲章とします 



 

２ 

 

２．市民憲章（案）に関する第 20 回専門部会の主な意見 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ♠：委員からの発言、♦：部会長の発言、♣：事務局の発言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆役割・位置づけについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆市民への周知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆実施時期 

 

 

 

 

 

◆主体 

♣「宣言」は、ある団体や議員等の請願等を議会が全会一致で採択

し、市が宣言するものである。「憲章」は、市長や行政が市民か

ら意見を頂きながら作成し、議案を可決して制定を行う。 

♠「憲章」は理想として定めた大本の決まりとなるので憲章の方

が良い。 

♣「憲章」として位置づける。 

♠憲章を制定する際に周知が重要。（仮称）鎌倉ロードプライシン

グだけではなく、市民憲章の話題を市民がほとんど知らないと

いうことではいけない。絶えず市民への周知が必要である。 

♣憲章（案）についての検討結果を市長に報告した上で、市民に

説明することが重要である。 

♦広く周知するために、次回の委員会で議論し「案」をつけた状

態で公表しても良いのではないか。 

  

♠（仮称）鎌倉ロードプライシングと併せて情報発信した方が良

い。但し、「（仮称）鎌倉ロードプライシングのためだけの憲章

ではない」ということを最後に付け加えるべきである。 

♦時期は多少ずれることもあるので、「同時期をめざす」とする。 

♠市長が提案して議案を可決するとなれば、行政が主体となるの

は分かる。本文に「私たち」と表現すれば市民も協力して実行

すると受け止められる。 

♦本文の最後は「鎌倉市」とする。 

◆ネーミング 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆構成 

 

 

 

 

 

 

◆本文 

 

 

 

 

 

♠「歩いて楽しいまち、鎌倉」は、鎌倉というのを強く打ち出して

いるので良い。 

♠歩道は混みすぎているので、鎌倉全域を示す言葉が良い。 

♠市民意識を高める意味では「楽しい」が文中にあっても良いが、表

題は憲章として広く捉えられシンプルな「歩くまち鎌倉」が良い。 

♦ネーミングは最終的に委員会で決めて頂くので、専門部会とし

ては１つに絞らない。 

♠市民と来訪者の車利用の自粛に限ったような構成は、非常に狭

義な憲章になってしまう。もう少し広い意味を持たせた方が良

いので、枠組みを決めない方が良い。共通認識として、自動車

利用の抑制が柱だというのは全員理解していると思う。 

♦構成をはじめから固定して考えない。 

♠「電車やバスの利用がしやすく…」を「電車やバス、タクシー

の利用がしやすく…」として頂きたい。 

◆「電車やバスが利用しやすく…」は「タクシー」を追加、若し

くは「公共交通」とする。 

♠道路整備は難しいから整備しないと捉えられないように、「充

分な道路整備」としてはどうか。 

♠憲章は鎌倉地域に限定した書き方にしない方が良い。鎌倉地区

は「鎌倉」でも良いのではないか。 

♠交通を整備する憲章ではなく、歩くまちをめざすので、「交通」

があまり前面に出ない方が良い。 

♠文章はなるべく簡素にした方が良い。 

♦鎌倉地域の表現は「古都鎌倉」とする。 



 

３ 

 

３．市民憲章（案）について 
 

 

 

 

 

 

基本的な考え方 

 

項目 内     容 

■制定の目的 鎌倉地域は、休日を中心に自動車交通量が集中し、著しい交通渋滞が発生しており、バスの定時性・速達性の低下、緊急車両の遅れなど、市民

生活に大きく支障をきたし、移動の自由が奪われています。 

その抜本的な解消が期待される、自動車利用の抑制策（〔仮称〕鎌倉ロードプライシング）を実施し、来訪車両の公共交通への転換を促します。 

その協力を促すためには、先ず市民や行政が進める自動車利用の自粛や取組みの精神を来訪者に広くアピールすることが必要です。 

■役割・位置づけ 議会で議案として委員会に諮り可決する「憲章」の制定をめざします。 

■制定の手順 ① 検討委員会で議論した憲章（案）を公表し、市民に広くアピールします。 

② 市民アンケートやパブリックコメント等を実施し、市民からの意見を聴取します。 

③ 「憲章」を市長が提案し、議会で議案として委員会に諮り可決することをめざします。 

■実施時期 （仮称）鎌倉ロードプライシングによる来訪車両への理解と協力を求めるため、同時期をめざします。 

■主体 全市民と鎌倉市（行政）の協働とします。 

■ネーミング ※これまでの専門部会で挙がったネーミングの鎌倉地域等を古都鎌倉とし、以下に整理しました。また、事務局（案）を追加しました。 

≪これまで専門部会で挙がったもの≫ 

・「歩くまち・古都鎌倉」市民憲章 

・「歩いて楽しいまち、古都鎌倉」市民憲章 

・「歩いて楽しい古都鎌倉 市民憲章」 

・「市民憲章‐歩いて、楽しむ・古都鎌倉‐」 

・「歩こう古都鎌倉憲章」 

≪事務局（案）≫ 

・「古都鎌倉 交通市民憲章」 

・「徒歩と公共交通でめぐる古都鎌倉」市民憲章 

■本文 委員からの「たたき台」及び、専門部会で議論した意見を基に事務局（案）を作成しました。（次頁参照） 

検討委員会に向け本文を踏まえ 

新たな案を含め３案程度に絞り込みます。 

● 

● 

● 

市民憲章は、第 20回専門部会での議論を踏まえ、基本的な考え方と本文の事務局（案）を作成しました。 

本日は、第 10 回検討委員会に向け事務局（案）について議論します。 

【進め方】 

①基本的な考え方の『制定の目的』から『実施時期』までの事務局（案）を再確認します。 

②本文を議論し、それに合ったネーミングを３案程度に絞り込みます。 

 

 



 

４ 

 

本文 

【市民宣言(案)】（鎌倉地域の地区交通計画に関する提言平成 8年 5月）    【専門部会委員（案）】                    【事務局（案）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「歩いて、楽しむ・鎌倉地域」 市民憲章（案） 

 

 私たち鎌倉市民と行政は、古都鎌倉の歴史的・文化的

遺産を保存し、恵まれつつも特異性を持つ風土を保全し

て、次代に継承すべく努めてきました。 

 同時に、悪化する交通環境と闘ってきました。中でも、

鎌倉地域は特有の都市構造により、前述の自然的・歴史

的環境の保全と道路整備の両立が難しい状態にあり、地

域住民の生活を脅かす事態に至っています。加えて、同

地域の観光特異性がそれに輪をかけています。 

 ここに私たちは、鎌倉地域の交通に際して、自らの自

動車利用を自粛し、徒歩と公共交通を中心とする交通環

境を創り、古都鎌倉の歴史的遺産や風土を活かした新し

いまちづくりを進めることを宣言します。 

 

 その実現に向けて、以下の事項を掲げ、鎌倉地域の交

通に関わりのある多くの人達の理解を得て、ともに手を

携えて進めます。 

 

１．歩いて楽しいまち、賑わいと活力のあるまち 

１．人と環境にやさしいまち 

１．子供や高齢者にやさしい、安全・安心なまち 

１．電車やバスの利用がしやすく、移動に便利なまち 

１．市民と来訪者が共存でき、楽しく触れ合えるまち 

 

 私たちは、この宣言の精神が湘南地域へ、そして全国

に広まることを願います。 

 

「○○ ○○憲章（案）」 

 

私たち鎌倉市民は、先人から受け継いだかけがえのな

い古都鎌倉の歴史的遺産や風土を、次代に継承すべく努

めてきました。同時に、悪化する交通環境とも闘ってき

ました。 

この歴史的遺産等の保全のために、道路整備が充分に

進んでおらず、休日を中心に来訪車両が集中し、快適な

生活環境に支障をきたすとともに、移動の自由が奪われ

ているのが現状です。 

そこで、自動車中心から徒歩と公共交通を中心とした

交通環境をめざし、古都鎌倉の歴史的遺産や風土を活か

した世界に誇れるまちづくりを進めるために、ここに『○

○ ○○憲章』を定めます。 

 

１ 「公共交通が利用しやすく、歩いてたのしい、賑わ

いと活力のあるまち」 

１ 「子供や高齢者にやさしい、安全・安心なまち」 

１ 「市民と来訪者が共存でき、楽しく触れあえるまち」

をつくります 

 

その実現に向けて、私たち自らが過度な自動車利用を

控えるとともに、古都鎌倉の交通に関わりのある多くの

人たちの理解を得て、ともに手を携えて進めます。 

 

鎌倉市   

鎌倉地区交通 市民宣言（案） 

 

私たち鎌倉市民は、自らの自動車利用を自粛し、徒歩と

公共交通を中心とする交通環境を創り、古都鎌倉の歴史

的遺産や風土を活かした新しい街づくりを進めることを

宣言します。 

 

その実現に向けては地区で働く人達や遠来の顧客ととも

に手を携えて進めます。 

 

私たち鎌倉市民は、 

「歩いて楽しい街」、 

「静かできれいな街」、 

「子供や高齢者にやさしい街」、 

「電車やバスが利用しやすい街」、そして 

「市民と遠来の顧客が共生しやすい街」をつくります。 

私たち鎌倉市民は、この宣言の精神が湘南地域へそして

全国に広まることを願います。 

 

平成○年○月 

鎌倉市 



 

５ 

 

４．20 の施策について 
 

 

 

 

 

１）総合的な交通情報 

目的 施策方針 既に実施している交通情報の提供 今後の取組みの論点 

鎌倉地域への来

訪者に対して公

共交通への転換

を促す 

（来訪者向けの

情報提供） 

多様な情報を的確かつ迅速

に応えるためには、ワンサイ

トでの提供が必要です。 

こうした情報は、来訪者が行

動プランを立てる段階（事

前）と来訪中（リアルタイム）

に必要であり、パソコンのホ

ームページやスマートフォ

ンのアプリケーションによ

る提供をめざします。 

【鎌倉市のホームページ】※ 

 トップページに『交通情報等』の見出しを追加し、以下の交通情

報を提供 

項目 内容 

（公財）日本道路交通情報

センター（外部サイトへ

リンク） 

 1日ごとの高速道路の渋滞予測 

 5 分おきに更新される主要な道路の、旅行時間情

報、規制情報 

過去の渋滞状況  交通渋滞の発生が著しい平成25年1月12日（土

曜日）、13日（日曜日）の時間帯別の渋滞状況 

GoogleMap 

（外部サイトへリンク） 

 過去の情報に基づき推定された曜日と時刻別の渋

滞情報  

 リアルタイムの渋滞情報、所要時間 

パークアンドライド  位置、料金等の詳細な情報 

鎌倉フリー環境手形  サービス内容、料金等の詳細な情報 

観光バスの駐車場予約

のお願い 

 観光バス駐車場の案内情報 

【鎌倉市観光協会のホームページ】※ 

 トップページの『アクセス』➾『電車で』➾『電車利用のお得情

報』に１日乗り降り自由なフリーパス等のリンクあり 

 同様に『アクセス』➾『マイカー、バスで』➾『駐車場のお得情

報』にパークアンドライドのリンクあり 

【江ノ電のホームページ】※ 

 トップページの『お得なきっぷ』➾１日乗り降り自由なフリーパ

スやパークアンドライド、鎌倉フリー環境手形の情報あり 

 

ほか JR東日本、京急バスなどでも交通情報の提供あり 

            ※スマートフォン対応あり 

 

これまでの鎌倉市交通計画検討委員会では、『総合的な交通情報』に関して、スマートフォン等の活用や鎌倉フリー環境手形等の電子決済等が

議論されましたが、費用等が課題となり実現化には至っていませんでした。その後、民間の無料アプリケーションが作成されるなど、こうした

既往のものを活用することにより、その実現化が高まると考えられます。 

そこで、『総合的な交通情報』と『プロモーション』について、これまでの検討や既に実施している施策の状況を踏まえ、今後の取組みについ

て議論します。 

 

論点１ 

追加すべき交通情報があるか 

 

例） 

・ 鎌倉市の交通情報に各種交通事業者の

サービス情報を追加（一元化） 

・ 道路のライブ映像（リアルタイムの交通

渋滞情報の提供） 

 

論点２ 

情報発信をどのように行えば効果
的か 

例） 

・ 鎌倉市の交通情報を既存の観光アプリ等

（7頁参照）に提供 

・ TV 番組等の最後に公共交通での来訪案内

（情報メディアの活用） 

 

論点３ 

追加すべきサービスがあるか 

 

例） 

・鎌倉フリー環境手形等のWeb購入 

・パークアンドライド駐車場のネット予約 
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参考. 交通施策の情報入手方法や認知度（平成 24年度に実施したアンケート調査結果） 

 

 

 

≪調査概要≫ 期間：平成 24年 11 月 3日～25日（日） 

※市役所駐車場利用者アンケートは土日祝日のみ              ◆交通施策の認知度      

◆対象 パークアンドライド駐車場利用者

（江の島、七里ガ浜、稲村ガ崎、

由比ガ浜） 

市役所駐車場利用者 

◆配布数 965 票 1,000票 

◆有効回答数 247 票 497 票 

◆回収率 25.6％ 49.7％ 

 

◆パークアンドライドを知った理由 

 

 

4箇所合計で『鎌倉市のＨＰをみた』が35.3％で最も多くついで、

『雑誌等の紹介記事をみた』が26.5％であった 

資料：市役所駐車場利用者アンケート調査結果 

平成 24 年度に行った駐車場利用者アンケート調査では、観光客のパークアンドライドや鎌倉フリー環境手形の認知度は 50％以下であり、認知度を高めるこ

とが課題です。一方で、パークアンドライドは鎌倉市のホームページから情報を入手している人が最も多いなど、その有効性が確認されました。 

パークアンドライドは利用者の 50.8％、鎌倉フリー環境手形は

69.5％が知らないと回答 

環境手形は 
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23.1 
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32.8 

33.3 

15.8 

17.2 

26.5 

26.6 

23.1 

7.9 

20.7 
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Ｐ
＆
Ｒ

屋外の看板をみた 鎌倉のHPをみた 雑誌等の紹介記事をみた その他 無回答
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屋外の看板をみた 鎌倉のHPをみた 雑誌等の紹介記事をみた その他 無回答

資料：パークアンドライド駐車場利用者アンケート調査結果 

35.3 

50.8 

６９．５ 

※質問はパークアンドライドを知っていた人が対象であることから、有効回答数よりも母数（ｎ値）が少ない 

≪鎌倉フリー環境手形≫ 

≪パークアンドライド≫ 



 

７ 

 

参考．鎌倉のスマートフォン用観光アプリ（無料）の事例 

スマートフォン用観光アプリのメリット 

 

ポイント１ 公共交通の利用促進を図る 

⇒パークアンドライドや鎌倉フリー環境手形、交通事業者発行の

フリーパス等の情報を提供します。これらの利用が促進され、

自動車から公共交通への転換を促します。 

ポイント２ 機能の一つとして使ってもらえる 

⇒既存の観光用アプリとすることで初期開発費を抑えられます。  

≒多くの人の利用する機会が増える 

ポイント３ 改善点や意見をいただける 

⇒レビュー等の書込みにより改善点の報告を受けられます。 

 
富士通ネットワークソリューションズ株式会社 街めぐ 鎌倉編 



 

８ 

 

２）プロモーション 

目的 施策方針 これまで実施してきたプロモーション（平成 23 年度以降） 今後の取組みの論点 

交通施策に対する

市民や来訪者の関

心を高め、理解や

共感を得るための

PR やキャンペー

ン、情報を発信す

る 

（市民、来訪者に

対する広報活動） 

鎌倉地域の交通環境の改

善に向け、来訪車両の公共

交通への転換や市民の自

動車利用の自粛を促すた

め、鎌倉地域の実情や取組

みを広く周知します。 

また、交通施策の効果で

自動車交通量が抑制され

た際には、路線バスの定時

性・速達性の確保や歩きや

すい歩行空間が実現され

ます。こうした体験を通じ

て自動車利用者へ理解を

より深めることも重要で

す。 

◆鎌倉市の取組み 

【情報発信】 

 検討委員会、専門部会等の資料、会議録の情報提供 

 「鎌倉地域の地区交通計画策定に向けた中間とりまとめ」の公表 

 交通計画ニュースの発行（第 1号～第 3号） 

 

【シンポジウム、ワークショップの開催】 

 平成 23年 10月 19日『どうする！ 休日の鎌倉の交通渋滞 ～

地域の活性化につながる交通政策を考える～』のシンポジウムの

開催（参加者 100名） 

 平成 24 年 2 月、3 月に「鎌倉中心部のにぎわいと混雑」につい

てのワークショップの開催（参加者 74名） 

 

【社会実験の実施】 

 平成 26 年 5 月 3～5 日 新規循環バス「スーバ」の社会実験を

実施することについて市ホームページやチラシなどで案内を行

い、沿道住民をはじめとする市民や来訪者にＰＲした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

論点２ 

ＰＲやキャンペーンをどのように 

実施すべきか 

 

例） 

・市民、来訪者の参加型イベントの実施 

（カーフリーデー、公共交通利用促進キャ

ンペーンなど）（次頁参照） 

論点１ 

情報発信をどのように行えば市民や

来訪者の関心を高められるか 

 

例） 

・ホームページのトップページに 

「交通施策」に関する見出しを付ける 

 

論点３ 
内容についてはどのようなことを 

行うか 

 

例） 

・施策の紹介について 

・鎌倉市の交通実態について 

 



 

９ 

 

参考．イベントの実施事例 

 

 地域の公共交通の活性化・再生は、高齢者をはじめとする地域住民の

自立した日常生活の確保、活力あるまちづくりの実現、観光振興による

地域の活性化、環境問題への対応の一つとして、バスや電車に親しむ機

会を通じ公共交通機関の利用を促進するため、四国公共交通利用促進協

議会では、平成２６年９月１４日（日）から約１ヶ月間、四国統一公共

交通利用促進キャンペーンを実施した。  

・四国統一公共交通利用促進キャンペーン 2014 ・さいたまカーフリーデー2015（カーフリーデーの実施） 

鎌倉市で同様のキャンペーンを行う際のポイント 

ポイント１ 対象は「鎌倉市民」向けのキャンペーンをするべきか 

 ⇒鎌倉市民のみならず来訪者への公共交通利用を促す主旨であれば、近隣市などの来訪者を対象とすることも有効である。 

ポイント２ どういった場所や機会に開催するのか 

 ⇒鎌倉市民向けに実施するのであれば、市の他課や関連組織で運営するイベントにブース等を借用し開催することも考えられる。 

  鎌倉市外で実施することはプロモーション効果としては有効ではあるが、開催場所等の選定で課題がある。 

さいたま市 交通政策課 

国土交通省 四国運輸局企画観光部交通企画課 


